市立大町総合病院指定居宅介護支援事業運営規程

（事業の目的）

第1条 　この規定は、市立大町総合病院が行う指定居宅介護支援事業所（以下「事
　業所」という。）が行う指定居宅介護支援等の事業（以下「事業」という。）の適正な運営を確保するために、人員及び運営に関する基準（平成１１年厚生省令第３８号。以下「基準」という。）の規定に基づき必要な事項を定め、事業所の介護支援専門員が要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。

（運営の方針）

第２条　事業所の介護支援専門員は、要介護者等が居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス又は福祉サービスの適切な利用等をすることができるよう、当該居宅要介護者等の依頼を受けて居宅サービス計画を作成するとともに、当該計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行う。
２　事業所は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行う。
３　利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
４　事業の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等（法第八条第二十三項 に規定する指定居宅サービス等をいう。以下同じ。）が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行う。
５　事業の運営に当たっては、市町村（特別区を含む。以下同じ。）、法第百十五条の四十六第一項 に規定する地域包括支援センター、老人福祉法 （昭和三十八年法律第百三十三号）第二十条の七の二 に規定する老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者（法第五十八条第一項 に規定する指定介護予防支援事業者をいう。以下同じ。）、介護保険施設等との連携に努める。

６　事業所は、事業の質の評価を行うとともに職員に対する研修の機会を確保することにより、常にその改善と資質向上に努める。

（利用者の範囲等）

第３条　支援事業の利用者は、法第２７条第１項及び第１０項又は第３２条第１項及び第６項の規定により要介護認定又は要支援認定（以下「要介護認定等」という。）の申請を行い、要介護認定等を受けた者であって、保険者より必要事項を記載した被保険者証を交付された者とする。ただし、介護保険施行令（平成１０年政令第４１２号）第２０条又は第２９条の規定に該当する場合はこの限りではない。

２　事業所は、支援の提供を求められた場合には、その者の提示する被保険者証によって、要介護認定等の有無及び有効期間を確認するとともに、要介護認定等を受けていない利用申込者等に対しては、基準第８条の定めるところにより必要な協力を行うものとする。

（職員の職種及び職務内容）
第４条　事業所に勤務する職員の職種及び員数は、次のとおりとし､他にその他職員を置くことが出来る。
（1） 管理者　１　名（介護支援専門員）

（2） 介護支援専門員基準第２条に定める人員
２　職員の職務は、次のとおりとする。

（１）管理者は、基準第１７条の規定による管理、運営の職務を行うものとする。
（２）管理者は、所属職員の管理、支援の申込みにかかる調整、業務の実施状況の
把握その他の管理を一元的に行い事務を総括する。また、介護支援専門員は、指

定居宅介護支援の提供に当たる。
３　管理者及び介護支援専門員（以下「介護支援専門員等」という。）は、支援の業務に従事する際は、介護支援専門員証を常時携帯し、初回訪問時又は利用者若しくはその家族から請求があった場合は、これを提示しなければならない。

（営業日及び業務時間）
第５条　業務日及び業務時間は、市立大町総合病院の例による。
（支援の提供方法）

第６条　介護支援専門員等は、支援の提供の開始に際しては、懇切丁寧を旨とし、あらかじめ、支援の内容、利用可能なサービスの種類及び頻度その他利用者のサービスの選択に資する重要事項を記した文書を交付して説明を行い、その提供について利用者又は家族の同意を得るものとする。

２　介護支援専門員等は、法７条第１８項に規定する居宅サービス計画が、先ず利用者の意向を基礎とし、家族の意向等を含めて作成されることについて説明を行い、理解を得た上で支援を提供するものとする。

（通常の事業の実施地域）

第７条　通常の支援事業の実施区域は、大町市の区域とする。
（苦情処理）

第８条　事業所は、提供した支援又は指定居宅サービス等に対する利用者からの苦情に関し、これを処理するために講ずる具体的措置を別に定めて迅速かつ適切に対応するものとする。

（事故発生時の対応）

第９条　介護支援専門員等は、支援の提供により事故が発生した場合には直ちに保険者及び利用者の家族等に連絡を行うとともに、主治の医師等及び他の指定居宅サービス等の担当者と連携して必要な措置を講じなければならない。

２　介護支援専門員等は、前項の措置を講じた場合は、管理者（苦情担当責任者）に速やかに報告しなければならない。

３　管理者は報告を受けた後、医療社会事業部のリスクマネージャー及び所属部長に報告し、必要な指示を受け改善に努める。
４　管理者は報告を受けた後、速やかにレポートを医療安全管理室に提出する。

５　事業所は、サービスの提供に伴って、事業所の責めに帰すべき事由により賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに賠償責任を行う。
６　事業所は、前項の損害賠償のために、損害賠償責任保険に加入する。

（虐待防止に関する事項）
第１０条　事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。
（１）虐待防止検討委員会の設置
（２）虐待防止のための指針の整備
（３）虐待防止のための従業者に対する研修の実施
（４）利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
（５）その他虐待防止のために必要な措置
第１１条　この規程に定めるもののほか、必要な事項は市立大町総合病院と事業所管理者との協議に基づいて別に定めるものとする。

附　則

この規程は、令和元年６月１日から施行する。

　この規定は、令和６年４月１日から施行する。
